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四日市市東北地方太平洋沖地震支援本部 
（危機管理センター 電話３５４－５２３４） 

 
温かいご支援をありがとうございます。 

4月 3日（日）午後 5時で支援物資の受付をいったん休止します。 
三重県が支援先である宮城県と協議し、4月 3日で支援物資の受付を休止するた
め、四日市市も同日で支援物資の受け付けをいったん休止します。今度の土日
【４月２日（土）３日（日）】は支援物資を安島防災備蓄倉庫で受け付けます。
危機管理センターで相談電話も受け付けます。 

午前 9時から午後 5時 電話３５４－５２３４ 
※相談電話は、4月 4日以降も平日のみ受け付けます。 

 
１． 多くの温かいご支援をいただきました 
   支援物資を届けていただいた人 999人（3月 29日現在） 
   紙おむつ 33,448枚 尿取りパッド 15,547枚 タオル 7,629枚など。 
   受け入れ指定品目以外にも、切もち５トン、ペーパーショーツ 2 万枚、 

カップスープ 1,800個、お米 300ｋｇ、マスク 15,000枚など大口の支援
物資もいただきました。本当にありがとうございました。 

  ※義援金の受付状況（福祉総務課扱い分）30,795,009円（3月 29日現在） 
 
２．市立病院から医療救急班が陸前高田市へ 
   3月 31日から、医師 2名、看護師 2名、薬剤師 1名、事務員 1名からな

る医療救護班を、岩手県陸前高田市へ派遣します。 
３．市からの支援隊派遣状況 
   消防本部（緊急消防援助隊）3月 11日～28日延 20隊 70名 
   上下水道局（給水応援隊）3月 17日～28日延 13名 
   市立病院（ＤＭＡＴ）3月 11日～14日 5名 
   保健所（保健師）3月 28日～31日 1名 
   社会福祉協議会（ボランティアコーディネータ）3月 23日～30日 1名 
４．税金に関するご相談は 
  青森県、岩手県、宮城県、福島県の納税者の方は、国税・市税の申告・納
税等の期限が延長されています。税務署・市民税課でご相談ください。 
四日市税務署：電話 059－352－3141 市民税課：電話 059－354－8131 


